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 シムックスに限らず、警備会社の多くは出勤前と退勤後に上番・下番（上

番は勤務に就く、下番は勤務を終わるという意味の警備業界用語）報告と称

する電話報告をすることになっています。 

 シムックスのある現場では、この上番・下番報告を怠ると処分を科すとい

う掲示がありました。 

 シムックスとの団体交渉で、組合側よりこの掲示を問題にして、「拘束時間

外の『上番・下番報告』は廃止しするように」「拘束時間外の件で処分を科す

根拠を示せ」「処分はできない」と迫りました。 

 シムックス側は、「『上番・下番報告』は、労務管理において必要なものであ

り、廃止は考えていない。」との回答でしたが、処分の根拠については示すこ

とができませんでした。 

 団交終了後に、組合員が現場に出勤すると「上番・下番」に関する処分の刑

事は撤去されていました。 

 

 

 組合が、仮眠用の布団を何年も交換していない現場について、早期の交換

もしくは洗濯をするように要求したのに対し、シムックスは「調査し、対応す

る」との回答でした。 

 団交終了後、営業所より現場に対して「仮眠用の布団を近日中に交換する」

との連絡がありました。 


